
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

平安朝における官職唐名の文学的側面

工藤, 重矩
福岡教育大学助教授

https://doi.org/10.15017/11930

出版情報：語文研究. 66/67, pp.33-40, 1989-06-10. 九州大学国語国文学会
バージョン：
権利関係：



平
安
朝
に
お
け
る
官
職
唐
名
の
文
学
的
側
面

工

藤

重

矩

一

か
ら

な
(1
)

官
職
名

に
は
、
近
衛
を
羽
林
と
、
式
部
を
吏
部
と

い
う
よ
う
な

「
唐
名
」
と

い
わ
れ
る
異
称
が
あ

る
こ
と

は
周
知

の
こ
と

で
あ
り
、
そ

の
唐
名
が
用

い
ら
れ

る
場

に
偏

り
が
存
す
る

こ
と
も
、
平
安
朝

の
漢
文
を

一
覧
し
た
だ
け

で
も
た
だ

ち

に
納
得

さ
れ

る
こ
と

で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、
太
政
官

の
官
符

の
類

を
集

め

て

い
る

『
類
聚
符
宣
抄
』

の
ご
と
き

に
は
唐
名
を
見
出
す

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い

が
、
文
学
作
品

・
消
息
文

の
類

に
は
頻
繁

に
用

い
ら
れ

て
い
る
。
従

っ
て
、
官

職
唐
名
は
そ

の
使
用
意
図
に
お
い

て
文
学
的

効
果

を
期
待

さ
れ
て
い
た
と

い
う

一
面
が
あ

っ
た

で
あ
ろ
う

こ
と
は
、

そ
の
よ
う
な
分
布
状
況

か
ら
容
易

に
推
察

で
き
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
文
学
的
効
果

と
い
う
場
合
、
広
く

は
異
国
趣
味
即
ち
中
国
趣
味

に
よ

る
あ

る
種

の

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
通
う
も

の
で
、
官
職

の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る

事
物
を
中
国
風

に
表
現
す

る
こ
と
、
例
え
ば
地
名

に
あ

っ
て
は
、
西

の
京
を
長

安
、
東

の
京
を
洛
陽
と
称

し
、
人
名
を
も
野
琴
守

・
菅
清
公
と

い
う
風

に
記
す

(2
〉

こ
と
も
、
皆
同

一
の
精
神
的
偏
り

で
あ
る
。
官
職

の
唐
名

も
そ

の
よ
う
な
精

神

的
傾
向

の

一
つ
の
具
体
的
な
顕
現

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
と

の
関
連

の
中

で
考

察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
本
稿

で
は
、
文
学
的

と

い
う

こ
と
を
更

に
限
定

し

て
、
修
辞

の
側
面
を
中
心

に
論

ず
る

こ
と
と
す
る
。

二

 

そ
も
そ
も
律
令

の
諸
制
度

は
中
国

の
制
度

の
模
倣

に
出
発

し
て
い
る
か
ら
、

官
職
名
自
体

が
も

と
も

と
唐
風

の
響
を
持

っ
て
い
る
と
も
言
え

る
が
、
同
時

に

そ
れ

は
官
庁

用
語

で
あ

り
日
常
語

で
も
あ

っ
た
。
そ
れ

に
対
し

て

「
唐
名
」
は

詩
語
と

い
う
性
格
を
持

っ
た
。
唐
名

の
全

て
が
詩
語
と

い
う
わ
け

で
は
も
と
よ

り
な

い
が
、
あ

る
種

の
唐
名

は
そ
う

で
あ

っ
た
。

今
、
「
式
部
」
の
唐
名

で
あ
る

「
吏
部
」
を
例

に
詩
語
と
し

て
の
使

用
法

を
見

て
み
よ
う
。
式
部

の
唐
名
は

『
拾
芥
抄
』

等

に
は

「吏
部

」
「大
常
」
「考
功
」

が

掲
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
殆

ん
ど
の
例

が

「
吏
部
」

で
あ

る
。

「
吏
部

」

は
ま
た

「
李
部

」
と
も
表
記
す
る
。

李
部
と

い
う
表
記

に

つ
い

て
本

居
宣
長

『
玉
勝
間
』
巻

四
は
、

李
部

王

の
記
と
い
ふ
ふ
み
の
名

の
李

ノ
字
心
得

が
た
し
。
西
宮
記

・
北
山
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抄

な
ど

に
引
れ
た

る
に
は
吏

ノ
字
を

の
み
書
れ
た
り
。
台
記
な
ど

に
す
ら

吏

ノ
字
を
書
れ
た
り
。
李

は
後

に
誤
れ
る
も

の
な
る

べ
し
。

と

い
う
。
式
部
卿
重
明
親

王

の
日
記
で
あ
る

『
吏
部
王
記
』
(吏

部
王

は
式
部

卿

の
唐
名
)
を

「
李
部
王
記
」
と
も
書
く
文
献
が
あ
る

こ
と
に
関
し

て
の
説

で
あ

る
。

こ
の
誤
字
説
を
承
け

て
、
和
田
英
松

『
修
訂
官
職
要
解
』

は

こ
れ
は
高
田
与
清

の
擁
書
漫
筆

に
、
摂

政
を
接

政
に
作

り
、
延
喜
を
延
木

と
作
る
類

で
、
李

は
吏

の
借
字

で
あ
る
、

と
い
う
の
が
よ
ろ
し
か

ら
う
。

と
あ
り
、

こ
の
考

え
は
現
在

の
通
説

と
な

っ
て
い
る
ら
し
く
、
古
代
学
協
会
編

『史

料
拾
遺
第

三
巻
吏
部
王

記
』

の
解
説

で
も

「音
通

に
よ
る
借
字

で
あ

る
こ

と
は
、
既
に
先
学

の
論
述

さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
、
(中
略
)
従

っ
て
、
正
し
く

は
吏
部
王

記
で
あ
る
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
『芸
文
類
聚
』
官
職
部
等

で
も
吏
部

で
あ
り

「吏
」

が
正

し
い
表

記
で
あ

る
こ
と

に
問
題

は
な

い
。

問
題

は
、

な
ぜ

そ
の
よ
う
な
借
字
を
行

い
、
し
か
も

「
吏
」
が
正
し

い
の
か

「李
」

が
正

し
い
の
か
と

い
う
疑
問
が
生
ず

る
ほ
ど

に
広
く

「
李
部
」
と
表
記

す

る
こ
と

が
行
わ
れ
た

の
か

で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
宣
長
を
は
じ
め
先

学

の
意

識

に
は
の
ぼ
ら
な
か

っ
た
ご
と
く

で
あ
る
。
実
は
、
吏
部

を
李
部

と
表

記
す
る

と

こ
ろ
に
、
平
安
朝
人

の
修
辞
意
識
が
端
的

に
あ
ら
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

李
部
と
表
記
す
る
例
を

『
平
安
朝
漢
文
学
総
合
索
引
』

に
拠

っ
て
い
く

つ
か
掲

(3
〉

げ
る
。
①
～
⑤
は

『江
吏

部
集
』

⑧
～
⑧

は

『本
朝
無
題
詩
』

に
よ
る
。

ω
正
月
除

書
為

二李
部

一暮
春
花
宴
上
二
蓬
莱

一

(巻
中
㎜
下
)

②
桓
栄
昔
者
猶
応
レ劣

李
部
翰
林
任
又
頻

⑨
家
経
二李
部
-在
二江
濱
一
謬
課
二庸
才
「更
説
レ真

夙
夜
九
年
為
二侍
読
一

枯
株
花
葉
待
二来
春
う

④
鏡
水
蘭
亭
君
管
領

翰
林
李
部
我
銀
辛

㈲
酔
歌
得
レ趨
桃
源
路

踏
舞
欲
レ看
李
部
栄

(巻
中
鵬
上
左
大
臣
)

～(巻
中
蹴
上
)

(
巻
中

泌
下
)

(巻
下
脳
下
)

⑥
菊

叢
李
部

異
二
栄
埣

}

共

以
二貞

心

一属

二勝
遊

う

(巻

二
11
下
藤
原
明
衡
)

Gり
松
門
未

レ許

二逃
レ
名
志

一

李
部
穐
為
二
送
レ
老
官

う
(巻
九

皿
下
藤
原
敦
光
)

⑧
李
部
沈

レ官
空
自
首

華
台
礼
レ
仏
漸
黄
昏

(巻
十
協
下
藤
原
敦
光
)

(
4
)

吏
部

を
李
部
と
表
記
す

る
早

い
例

は
大
江
匡
衡
あ
た

り
で
あ

る
。

ほ
ぼ

一
条

朝

の
頃

に
発

し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
用
法

に
は

一
つ
の
特
徴
が
う
か
が
え

る
。
①

は
、
正
月

の
除
目

で
息
男
挙
周
が
李
部
即
ち
式
部
丞

に
任
ぜ
ら
れ
、
三

月

の
花
宴

に
は
特

に
蔵
人

に
補
せ
ら
れ

て
殿
上
し
た

こ
と
を
詠
じ
た
句
だ
が
、

「
蓬
莱
」
(殿
上
)
と

の
対
句
を
構
成
す
る
た
め

に
植
物

の

「
李
」

の
字
を
用

い

た
。

い
わ
ゆ

る
字
対

の
対
句
法

で
あ
る
。
②
は
、
「
翰
林

」

(文
章
院

)
と

の
関

係

で

「
李
部
」
と
し
た

の
だ
が
、
対
句
と
し

て
も

「
桓
栄
」

の

「桓
」

は
人

の

姓

で
あ
る
と
と
も

に
木

の
名

で
も
あ
る
か
ら
、
字
対

と
な

っ
て
い
る
.

④
も

こ

れ
と
同
じ
用
法
。
③
は
、
大
江
家

の

「
江
」

に
縁
を
持

た
せ

て

「李
」

を
用
い

沈
論

の
身
を

「枯
株
」

に
喩
え
た
。
⑤

は

「桃

源
」

に
対

し

て

「李
部
」

と
し

た
。
ω
⑨

の
対
句
も
同
趣
。
⑨
は
、
「
賦
菊
花
」
の
詩

で
あ

る
。
菊
叢

が
栄

え
て

い
る

こ
と
に
比

し

て
、
吏
部

の
我
身

が
埣

え
て
い
る
の
を

吾
う

た
め

に
李

の
字

を
用
い
た
。
皆
、
吏
部
を

「李
部
」
と
表
記
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
「
す
も
も
」

の
義

に
よ
る
字
対

の
対
句
、
あ

る
い
は

「
す
も
も
」

に
縁
を
も
た
せ
た
作
詩
が

可
能

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

詩
以
外

で
も
、
同
趣

の
用
法
は
多

い
。

⑨
李
部
藤
郎
中
者
椀
棘
之
孫
枝
也

。

(
詩
序
集

月
契

万
年
光
詩
序

藤

原
令
明
)

⑩
昨

日
除
書
適
拝

二李
部

一、
与
レ
梅
含
レ
咲
、
与
レ柳

開
レ
眉
、
春
之
可
レ
楽
蓋
此

謂
歎
。

(明
衡
往
来
下
)

⑨

の

「李
部
郎
中
」
は
式
部

丞
、
「塊
棘
」
は
大
臣
上
達
部

の
唐
名
。
⑨
も
⑩

も

「
す
も
も
」

の
李

に
縁
を
持
た
せ
た
修
辞
法

で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な

『
文
鏡
秘
府

論
』
に
い
う

「字
対
」
「奇
対
」

の
対
句
法
、
ま

た

(5
)

和
歌

の
縁
語
掛
詞

に
類
似

し
た
修
辞
技
法

に

つ
い
て
は
、
拙
稿

で
言
及
し
た

こ

と

が
あ

る
。

こ
こ
で
注
意
し
た

い
こ
と

は
、

そ
の
よ
う
な
修
辞
を
行
う
た
め

に

あ
え

て

「
吏
」
を

「
李
」

に
変
え

て
い
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

「
吏
部
」

は
必
ず
し
も
常

に

「
李
部
」
と
変
え
ら
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。

詩

中

に

「
吏
部
」

の
語
を
用

い
て
い
る
早

い
時
期

の
例

の
い
く

つ
か
を
掲

げ
る
。

な
お
、
勅
撰

三
詩
集

に
は
用
例
が
な
い
。

⑪
文
章
暗
被

二家

風
誘

「

吏
部
楡
因

二祖
業
存

一

(菅
家
文
草
巻

二
講
書
之
後
戯
寄
諸
進
士
)

②
祖
業
儒
林
讐

州
功
吏
部
鐙

(菅
家
後
集

叙
意

一
百
韻
)

⑥
詞
花
吏
部
塵
相
累

句
麗
和
州
玉
自

螢

(粟
田
左
府
尚
歯
会
詩

菅
原
輔
正
)

GD

は

「
文
章
」
と

の
対
句

の
み
。
②
は

「
儒
林
聲
」
と

の
対
句
だ
か
ら

「
李

部
」
で
も

よ
さ
そ
う
だ
が
、
そ
う
は
し
な

い
。
⑯
も

「
和
州
」
(和
泉
国
)

の
対

句
と
し

て
は
問
題
な
い
が
、
「
詞
花
」
と

の
縁

で
は
、
前
掲

②
④
な
ど

で

「李
部
」

と
す
る
用
法
か
ら
し

て
、

「
李
」

で
も
よ
い
と

こ
ろ

で
あ
る
。

わ
ず
か

の
例

で
あ
り
、

伝
本

の
問
題

も
あ
る
が
、
十
世
紀

の
半
ば

ま
で
は
、

文
字

面
を
変

え

て
ま
で
字
対

的
要
素

を
求

め
る
こ
と
に
は
な
お
消
極
的
だ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
大
江
匡
衡

『
江
吏
部
集
』

に
あ

っ
て
も

qの
翰
林
学
士
悲

葱

劇

う

吏
部
員
外
猶
後
レ
群

(上
巻

秋
夜
閑
談
)

⑥
羽
林
凋

翔
鶴
鷺
侶

吏
部
肥
州
綿
繍
詞

(上
巻

冬
夜
与
諸
君
)

の
ご
と
く
、

「翰
林
」

「羽
林
」
と
あ
れ
ば
必
ず

「
李
部
」
と
す

る
わ
け

で
も
な

い
。

「吏
部
」
自
体
が
既

に

「式
部
」

の
唐
名

で
あ

り
、
「
近
衛
」

の
唐
名

で
あ

る

「羽
林
」
や

「文
章
博
士
」

の
唐
名

で
あ

る

「
翰
林
学
士
」
と
対

に
な
り
う

る
か

ら
で
あ

る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
李
部

」
と

い
う
文
字

は
、
も
と
も
と
式
部

に
対
応
す
る
詩

語

で
あ

る

「
吏
部
」
を
更

に
ひ
と

ひ
ね
り
し
た
詩
語
と

い
う
性
格
を
持

っ
て
い

る

こ
と

は
疑

い
な

い
。

「李

部
」

に
そ

の
よ
う
な
語
感

が
備
わ

っ
て
く
る
に

つ

れ
、
単
独

に
李
部

の
文
字

を
使
用
す
る

こ
と
も
行

わ
れ
る
。
藤

原
忠
通

の

㈹
李
部
大
卿
扶
レ
病
久

帰
レ
真
始
仰
釈
尊
恩

(法
性
寺
関
白
御
集

聞
李
部
大
卿
依
病
出
家
悲
感
之
余
且
呈
所
懐
)

な

ど
は
そ
の
例

で
あ

り
、
最
初

に
記
し

た

『
吏
部
王
記
』
を

「
李
部
王
記
」
と

表
記
す

る
の
も
、

そ
れ
が
気
取

っ
た
文
字
遣
と
感
じ
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
い

た
か
ら

で
は
な
か
ろ
う
か
。
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「李

部
」

の
場
合

と
同
様

の
技
法

は
他

の
唐
名

に
も
見

ら
れ
る
。
例

え
ば
、

「
大
臣
」

の
唐
名

は

『拾
芥
抄
』

に
よ
れ

ば

「相
府

・
蓮
府

・
椀
門

・
椀
庭

・

丞
相

・
僕
射

・
三
椀

・
三
台

・
蓮
幕

・
太

平
侯

・
東
閣

・
黄

閣

・
三
施

・
象

岳

・
済

川

・
塩
梅

・
三
館
」

が
あ
げ

ら
れ

て
い
る
が
、
詩

や
詩
序

・
賦
な

ど
の

文
学
的
文
章

に
お

い
て
は
、

「相
府
」

「丞
相
」
と

い
う
最
も

ポ
ピ

ュ
ラ
ー
な
唐

名
も
も
ち

ろ
ん
多

い
が
、
「
蓮
府
」
「
椀
庭
」
「
象
岳
」
と

い
う

よ
う
な
字
対

.
縁

語
的
表
現
を
作
り

や
す

い
文
字

に
用
例
が
集
中
し

て
い
る
。

⑰
何
処
不
レ
玩
一
今

日
之
華
水

一、
而
居

椀

庭

皿遊
二
桃
源

う者
猶
稀
。

(江
吏
部
集

三
月
三

日
陪
左
相
府
曲
水
宴
同
賦
因
流
迂
酒
詩
序
)

㈹
齢
近
二
文
服

}、
不
レ
可
下
侍

一余
年

…次
依
違
上
、
家
既
椀
門
、
何
復
待
二
厚
レ
禄

而
猶
予

Ⅲ。

(本
朝
文
粋
巻
十
四

菅
原
文
時

為

謙
徳

公
報

恩
修
善

願

文
)

㈲
自
契
二
千
年

一蓮
府
地

送
レ
春
迎
レ
夏
久
期

レ
栄
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(中
右

記
部
類
紙
背
漢
詩
集

経
任

長
元
七
年
左
大
臣
家
詩
会
)

㎝
は
左
相
府

(左
大
臣
)
家

で
の
曲
水
宴
な

の
で

「
椀
庭

に
居
り

て
桃
源

に

遊

ぶ
」

と
い
う
の
だ

が
、

「桃
」

に
対

し
て

「椀
」

の
字
を
持

つ
故

に

「
椀
庭
」

の
語

を
選

ん
だ
。
「相
府
」
で
は
あ

や
を
織

る
こ
と
が

で
き
な

い
。
㈹
は

「
文
服
」

(
五
レ
歳

の
意
)

に
対

し
て

「椀
門
」
と
し

た
。
㈲

は
季
節
が
夏

で
あ
り
、
実

際

に
池

に
は
蓮
も
存

し
た
の
で
あ

ろ
う
か
ら
、
左
大
臣

の
家
を
蓮
府

の
地
と

い

い
、

「蓮
」

の
縁

で

「春
を
送

り
夏
を
迎

え
て
久
し
く
栄
え
を
期
す
」
と
し
た
。

「栄
」

は

「花

ヒ
ラ
ク
」

(名
義
抄
)

の
義

で
、
「
蓮
」

の
縁

で
あ
る
。

「近
衛
」

の
唐
名

は

「
羽
林

・
幕
府

・
親
衛

・
千
牛

・
虎
牙

・
虎
責
」
な
ど

で
あ
る
が
、
文
学
用
語
と

し
て
は

「
羽
林
」
が

ほ
と

ん
ど

で
、
「
羽
」
「
林
」

の

字

の
縁

で
修
辞

の
あ

や
を
織

る
。

そ
の

一
端

は

「
李
部
」

の
項

で
見
た
と
お
り

で
あ

る
が
、
な
お

二
、
三

の
例
を
あ
げ

て
み

よ
う
。

⑳
鳥
養
鳥
養
、
是
汝
姓
、
好
以
二
鳥
養

「属
二
羽
林

}、
羽
林
将
軍
仁
義
広
、
見
レ

老
見
レ
貧
憐
皆
深
。(本

朝
文
粋
巻

一

源
順

夜
行
舎
人
鳥
養
有
三
継
狂
歌
)

⑳
況
掌
-
鷺
台
内
外
之
文
書

う、
賜
二
羽
林
左
右
之
武
備

一。

(本
朝
文
集

藤
原
茂
明

為
藤
原
頼
長
辞
左
丞
相
表
)

⑳
清
風
舞
レ
朶
、
伴
二
長
生

於
黄

門
之
春
秋

一、
玄
鶴
棲
レ
梢
、
譲
二仙
齢
於

羽
林

之

日
月

}。

(続
文
粋
巻
九

菅
原
在
良

陪
右
親
衛
納
言
書
閣
同

賦
松

献

遽
年
寿
詩
序
)

⑳

は
鳥
養
有
三

の
姓
が

「
鳥
養
」

な

の
で
、

近
衛

の
舎
人

で
あ
る

こ
と
を
そ

の
縁

で

「
羽
林

に
属
す
」
と
戯
れ
た
。
⑳
は
頼
長

の
経
歴

を
叙

べ
る
部
分

で
あ

る
。
「
鷺
台
」
は
太
政
官

の
唐
名
。
太
政
官

の
唐
名
と
し

て
は

「
尚
書
省
」
の
他

に

「
蘭
省
」
が
あ
り
、
「
蘭
省
」
も
詩

に
よ
く
用

い
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

「
羽
林
」

に
対
し

て

「鷺

台
」

を
選

ん
だ
。
⑳

は
右
親
衛
納

言

(権
中
納
言
兼

右
近
衛
中
将
)
藤
原
忠

通

の
長
寿

た
る

べ
き

を
言
祝

い
だ
部
分
。
「
黄
門
」
は
中

納
言

の
唐
名
。
「
玄
鶴
」
は

「松

」

の
縁

で
あ
る
が
、

ま
た

「
羽
林
」

の
縁
。

右

の
ご
と
く
、
修
辞
上

の
必
要

に
よ

っ
て
、

幾
種
類

か
の
唐
名

の
中

か
ら
選

択
さ
れ

て
そ

の
場

に
ふ
さ
わ
し

い
唐
名

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
複
数

の
中

か
ら

選
び
う
る
と

い
う
と

こ
ろ

に
詩
語
と
し

て
の
便
利

さ
が
あ

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

四

唐
名

の
語
性
を
考

え
る
た
め
に
、
詩
集

の
中

に
お
け
る
正
式

の

(律
令
官
制

に
よ
る
)

官
職
呼
称

と
唐
名

と
の
使
用

の
さ
れ
方
を
比
較

し
て
お

こ
う
。

『
懐
風
藻
』

で
は
、

作
者
伝

の
官
名

は
正
式

の
官
名
を
用

い
て
い
る
が
、
題

詞

の
中

に
、
左
大
臣
長
屋
王

を

「左
僕
射
」
と
記
し

て
い
る
例
が
あ

る
。
他

に

は
唐
名
は
な
い
。

平
安
朝
初
期

の
三
詩
集

に
な
る
と
、
詩
集

に
は
唐
名
を
用

い
る
と

い
う
傾
向

が
は

っ
き
り
し
て
く
る
。

三
詩
集
中

に
用

い
ら
れ
る
官
名
呼
称

の
様
式

に
は
、

d
正
式
呼
称
「
左
大
将

・
左
兵
衛
佐
な
ど
、
e
唐
名
i
播
州
長
史
な
ど
、
ハ
折

衷
的

呼
称
「
越
前
司
馬

・
美
州
橡
な
ど

の
三
種
が
あ

る
。
ハ

の
折
衷
的
と

い
う

の
は
、
越
前
司
馬

の
場
合
、
正
式

に
は
越
前
檬
、
唐
名

で
は
越
州
司
馬
と
あ
る

べ
き
だ
か
ら
で
あ

る
。

三
集

の
用
法
を
表

に
す

る
と
次

の
よ
う

で
あ
る
。
三
集

の
間

で
は
そ

の
傾
向

に
際
立

っ
た
違

い
は
な

い
と
言

っ
て
よ
か

ろ
う
。
全
体
と
し

て
、

正
式
呼
称
よ
り
は

唐
名

の
方
が
遙
か

に
多

く
用
い
ら
れ

て
い

る
。

た
だ
、

こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
が
詩
題

の
中

の
例

で
あ
り
、
詩

そ
の
も

の
に
用
い
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ら
れ
た
例
は

『
文
華

秀
麗
集
』

に

一
例

(唐
名
-

公
主
)
、
『経

国
集
』

に
二
例

(
唐
名
「
将

軍

・
平
章
)

が
あ
る
の
み
。

と
は
い
え
、
詩
題

に
お
い
て
も
唐
名

を
用
い
る

こ
と
が
大
勢

で
あ
る
の
は
注
目
す

べ
き
現
象

で
あ

る
。
唐
名

の
文
学

用
語
的
性
格

は
早
く
か
ら

こ
の
こ
と
と

い
う

べ
き

で
あ
ろ
う
。

九
世
紀
後
半

の
島
田
忠
臣

『
田
氏
家
集
』

で
は
、
詩
題
中
五
〇
余
例

の
中

、

「
博
士
」
(
一
例
)
を
除

い
て
他

は
全

て
唐
名
ま
た
は
折
衷
的
呼
称
と
な

っ
て
い

る
。
詩
中

に
も
九
例

の
官
名
が
見
ら
れ
る
が
、
全

て
唐
名

で
あ
る
。
「柱
下
」
「夏

官
郎

(兵
部

)」

「相
府

(大
臣
)
」

「
三
刀
夢

(受
領
)
」

「虎
竹

(受
領
)
」

「使

君

(
国
守
)
」

「大
守

(国
守
)
」

「分
憂

(受
領
)
」
「
侍
郎
」

が
そ
れ

で
あ

る
。

修
辞
的

に
留
意

す
べ
き
例

と
し
て
は
、
次

の
よ
う
な
用
法

が
あ
る
。

㈱
誰
道
老
君
蔵
二
柱
下

「

自
知
大
隠
夏
官
郎

(巻
中

兵
部
侍
郎
官
)

こ
の

「
柱
下
」

は
邦
官

の
内
記

の
言

い
換
え
と
し

て
の
唐
名

で
は
な
く
、
老

子
が
柱
下

の
官

で
あ

っ
た

こ
と
を
言
う
。
そ

の
官
名
を
普
通
名
詞

に
と
り
な
し

て

「
柱

の
下

に
蔵
る
」
と
言

い
掛
け
た

の
で
あ
る
。

⑳
君
拗
・虎

竹

一承
二
兼
世

一我
負
二鶯

花
」度

二
数
秋

一
(巻

中

拝
美
濃
之
後
、

蒙
菅
侍
郎
見
視
喜
遙

兼
賀

州
詩
章
、
依
本
韻
継
和
之
)

「虎
竹

」
と
い
う
唐
名

は

『
拾
芥
抄
』
等

に
見

え
な

い
語

で
あ

る
が
、
受
領

を
唐
名

で
は

「
虎
符
」
と
も

「竹
符
」
と
も

い
う
が
、
「
虎
竹
」
は
そ
の
合
成
語

で
あ
る
。
「
鶯
花
」
と
対

に
な

っ
て
い
る

の
で
、
唐
名

に
よ
る
字
対
的
用
法

の
早

い
例

で
あ

る
。

因

み
に
、
『
後
拾
遺
集
』
雑
五

に
相
模

の
歌

い

つ
か
ま

た
こ
ち
く
な

る
べ
き
鶯

の
さ

へ
づ
り
そ
め
し
夜
半

の
笛
竹

が
あ
る
。

こ
の

「
こ
ち
く
」
は

「
此
方
来
」

に
笛

の
縁

で

「
胡
竹

」
を
掛

け

て

い
る
が
、
鶯
の
さ

へ
づ
り

(曲
名

「
春
鶯

廟
」

を
響

か
す
)

の
語
か
ら
し

て
、(

6
)

「
こ
ち
く
」
は
鶯

の
鳴
き
声

の
擬
音

で
も
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鶯

の
声

を

「
ひ
と
く

ひ
と
く
」
と
す

る
例
は

『
古
今
集
』
誹
階
歌

に
あ

る
が
、
「
こ
ち
く

一

の
例

は
他

に
確
例
を
見
出
し
え
な

い
。
仮
り

に

「
こ
ち
く
」
を
擬
声

語
と
す
れ

ば
、
『
田
氏
家
集
』

の

「虎
竹
」
は

「鶯
花
」
と

の
関
連

で
、
あ

る
い
は

「
こ
ち

く
」
と

い
う
擬
声

語
を
兼

ね

て
戯

れ
た
か
と
も
思

う
の
だ
が
。

『菅

家
文
草
』

の
詩
題

中
に
は
九
〇
例

ほ
ど

の
官
名

が
あ
る
が
、
全

て
唐
名

で
あ
り
、

国
司

の
場
合

も

「美
州
檬
」

の
ご

と
き
折
衷
的

な
も

の
は
な
く
、
全

て
完
全

な
唐
名

で
あ

る
。
詩
中

に
も

ほ
ぼ
同
数

の
用
例
が
あ

る
が
、
非
唐
名
は

「
博
士
」
(五
例
)
「
大
臣
」
(
二
例
)
「文
章
」
(
一
例
)
が
あ
る
程
度
。
し
か
し
、

修
辞
法
と
し

て
は
字
対
的

工
夫
を

こ
ら
す

こ
と
は
必
ず
し
も
多
く
な

い
○

唐
名

の
字
面
を
利
用
し
た
修
辞

で
目
立

つ
例
を

い
く

つ
か
挙
げ
る
。

㈱
春
遊
惣
レ
轡
州
司
馬

夏
熱
交

レ襟
典

客
郎

(
巻
二

和
典

客
国

子
紀
十

二
丞
見
寄
之
長
句
、
感
而
翫
之
)

㈱
高

看
鶴
出

二新

雲
路

}

遠
妬
花
開
二
旧
翰
林

一

(巻

二

訓
斐
大
使
留
別
之
什
)

伽
珍
重
牽
牛
期
二
暁
漢

一

帳
然
別
駕
隔

秋

雲

一

(巻
二

七
月
七
日
憶
野
州
安
別
駕
)

㈱
若
使
二
麟
盈
易

一

催
廻
五
馬
車

(
巻
三

早
秋
夜

詠
)

㈲
何
因
苦
惜
二
花
零
落

一

為
二
是
微
臣
身
職
拾
遺

一

(巻
五

春
惜

桜
花

)

㈲

は
国
司

の

「
檬
」
の
唐
名

で
あ
る

「
司
馬
」
の

「
馬
」

の
縁

で
、
「轡

を
惣

べ
た
り
」
と

い
う
。

㈱
は

「翰
林

」

の

「林
」

の
縁

で

「花
開

く
」
と

い
う
。

⑳

の

「
別
駕
」
は
国
司

の

「介
」

の
唐
名

。
野
州
安
別
駕

(上
野
介
安
倍
興
行
)

と
遠
く
隔

っ
て
い
る

の
に
意

に

「
別
れ
の
駕
」

を
掛

け

て
、
七
夕

の
翌
朝

の
織

女
の
仙
駕

の
面
影
を
添

え
て
い
る
。
㈱

の

「五
馬
」

は

「
国
守
」

の
唐
名
。

そ

の

「
馬
」
に
縁
づ
け

て

「五
馬

の
重
う」
と
い
う
。
「
五
馬
」

の
例

は
他

に
二
例
あ

り
、
共

に

「
馬
」
を
利
用
し

た
修
辞

で
あ

る
。
⑳

は

「
侍
従
」

の
唐
名

の

「
拾
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遺
」

を
字

義
ど
お
り
に

「遺

た
る
を
拾

う
」

と
解

し
て
、
零
落

し
た
花
び

ら
を

拾

う
役

に
と
り
な
す
。

『菅
家
文
草
」

に
は
か
く
の
ご

と
く
、
唐
名

の
字
面
を
利
用

し
て
の
修
辞

が

少

い
な
が
ら
も
見
出

さ
れ

る
。

こ
の
技
法

の
意
識

が
発
展
し

て
ゆ
く
と
、

「
吏

部
」

を

「李
部
」

と
表
記

し
て

「
李
」

の
字

に
縁
を
持

た
せ
た
修
辞
を
な
す

に

至

る
で
あ
ろ
う
。
『
田
氏
家
集
』
『
菅
家
文
草
』

の
時
代

は
、

そ
の
よ
う
な
修
辞

法

の
成
長
期

に
あ

た
る
で
あ

ろ
う
。

五

唐
名
が
前
述

の
よ
う
な
修
辞
的
役
割
を
果
し

て
い
る

一
方

で
、
そ

の
こ
と

の

裏
返
し
と
し

て
、
『
類
聚
符
宣
抄
』
に
収
め
ら
れ

て
い
る
が
ご
と
き
官
符

の
類

に

は
唐
名

の
例
を
見
出
す

こ
と
は
な

い
。
外
記
日
記
等

に
拠

っ
て
い
る
と
さ
れ
る

『
本
朝
世
紀
』
も
同
様

で
あ
る
。
即
ち
、
官
庁

の
公
文
書

に
は
原
則
と
し

て
唐

名
は
用

い
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
但
し
、

詔

・
奏
状
等

に
は
用

い
ら
れ
る

こ
と

に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。

今
仮

に
、
詩

・
賦
等

の
純
文
学
的
文
章

を

一
方

の
端

に
お
き
、
官
符
等
を

ま

た

一
方

の
端

に
お
い

て
、
唐
名

の
使

用
程
度
を

以

て
そ
の
距
離
を
測
れ

ば
、
あ

る
文
章

が
ど

の
程
度

に
文
学
意
識

を
も

っ
て
書

か
れ

て
い
る
か
、

そ
の
執
筆
姿

勢

を
知

る
目
安

の

一
つ
と
も
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

例

と
し

て
、
紀
長

谷
雄

『紀
家
集
』

に
収

め
ら
れ

て
い
る

「
競
狩

記
」
「
仁
和

寺
法
華
会

記
」

「亭
子
院
賜
飲
記
」

「法
華
会
記
」

の
四
篇

の

「
記
」

に

つ
い
て

み
よ
う
。
前

三
篇

は
宇
多
法
皇
主
催

の
行
事
、
最
後

の

一
篇

は
藤
原
時
平

の
主

催

で
あ

る
。

「
記
」
と

い
う
文
体

は
も
と
も
と
記
録
的

で
あ
る
が
、
「
競
狩
記
」
は
特

に
そ

れ

が
強

く
、
参
加
者

の
官
職
姓
名
を
競
狩

で
の
役
割

に
従

っ
て
四
〇
余
名

に
及

ん
で
列
記
す

る
が
、
全

て
正
式

の
官
名
呼
称

で
あ

る
。

ま
た
、
行
事

の
さ
ま
も

皇
大
后
宮
職
亮
平
朝
臣
好
風
、
式
部

[

]

菅
原
景
行
等
、
乍
朝
衣
唇
従
」
「
左

近
衛

口

将
監
後
蔭
、
同
在
帰
、
別
賜
御
衣
」
の
よ
う

に
記
す
。
こ
れ
ら
は
通
常

「
皇
大
后
宮
亮
」
「
左
将
監
」
と
略
称

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
記

で
は

こ
と

さ
ら

に
完
全

な
呼
称
を

以

て
記
さ
れ

て
い
る
ご

と
く

で
あ
る
。
「
仁
和
寺
法

華

会
記
」
で
も

「時
在
此
庭
者
、
貞

口

第
八
皇
子
、
中
納
言
源
朝
臣
、
参
議
藤

原

清
経
朝
臣
・
在
原
匝

朝
臣
・
右
大
弁
藤
原
忠
平
朝
臣
」
「干
時
・
延
喜
元
年

九
月

□

七

日
、

白

衣
弟
子
左
大

弁
紀
朝
臣
長

谷
雄
執
筆

記
之
」

の
よ
う
で
あ

り
、
「亭

子
院
賜
飲
記
」
も
ま
た

「参

議
藤

原
仲
平
、
兵
部

[

]

、
右
近
衛
少

将
藤
兼
茂
、

(中
略
)
兵
部
少
輔
良
寄

遠
規
」

の
よ
う

に
記
す
。

と

こ
ろ
が
、

同

じ

「記
」

と

い
う
文
体

で
あ
る

の
に
、

「
法
華

会
記
」

で
は

「
藤
右
金
吾
相

公
屈

天
台
智
者

最
円
和
尚
、
(中
略
)
口

州

別
駕
善
清
行
、
翰
林

学
士

紀
発
紹
、
豊
州

[

]

紀
有
世
、
惣

三
人
而
已
」
と
唐
名
を
用

い
、
人
名

も

「善
清
行
」
(
三
善
氏
)
「紀
発
紹
」
(紀
長
谷
雄
)
と
中
国
人
風

に
三
字
を
以

て

記

す
。

前
者
と
後
者

と
で
は
そ
の
執
筆
姿
勢

が
異

っ
て
い
る
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。

し
か

し
、

四
篇
と
も

に
、

そ
の
行
事

の
内
容
を
記
す
部
分

は
生
き
生
き
と
し

て

い
て
、
あ

た
か
も
目
前

に
見

る
ご
と
く

に
活
写
さ
れ

て
い
る
。
前
者

の
描
写
が

固
苦

し
い
と

い
う

こ
と

で
も
な

い
。
と

は
い
え
、
官
職
表
現

に

つ
い
て
は
、
前

三
篇

の
方
が
襟
を
正
し

て
い
る
感
じ
は
否
み
難

い
。
両
者

の
行
事

で
の
最
も
大

き
な
相
違
点
は
主
催
者

の
違

い
で
あ
ろ
う
。
「
競
狩
記
」
等
は
上
皇

の
主

催
と

い

う

こ
と

で
、
公

の
行
事

の
記
録
と

い
う
性
格

を
持

つ
ゆ
え
、
執
筆
者

も
あ
ら
た

ま

っ
た
姿
勢
と
な

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
時
平

の
法
華
会

記

の
場
合

は
、
時

平

の
希

望

で
あ

る
の
か
、
長
谷
雄

が
自
然

と
く

つ
ろ
い
だ
の
か
、

そ
の
点

は
何
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と
も
言
え
な
い
が
、
私
的
行
事

の
記
録

と
い
う
こ
と

が
、
唐
名
を
用

い
人
名
も

中
国
人

風
に
記
し
た
理
由

の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

『紀
家
集
」

に
は
他

に

「東
大
寺
僧
正
真
済
伝
」
と

「
白
石
先
生
伝
」
と

の

二
篇

の
伝

が
収

ま
る
。

「真
済
伝
」

は
正
式

の
官
名
を
用

い
て
お
り
、
「
白
石
先

生
伝
」

は

「先
生
、
本
為
右
金
吾
隊
長
、
姓
矢

田
部
、
名
真
継
」
云

々
と
唐
名

で
記
す
。
僧
正
と
、
洋
狂

に
生
き
た
白
石
先
生
と

の
違

い
、

こ
の

「
伝
」
を
求

め
た
者

の
姿
勢

の
違

い
に
対
応
す

る
こ
と

で
も
あ
ろ
う
。

あ

ら
た
ま

っ
た
姿
勢
と

い
え
ば
、
『
凌
雲
集
』
等
三
詩
集

の
序
文
も
正
式

官
名

で
あ

り
、

「古
今
集
真
名
序
」
「
新
古
今
集
真
名
序
」
も
撰
者

の
官
名
は
正
式
官

名

で
あ

る
。

『本
朝
文
粋
』

に
は
書
序
六
篇
が
収
め
ら
れ

て
お
り
、
そ

の
う
ち
、

「令
義
解
序
」
「
弘
仁
格
序
」
「
貞
観
格
序
」
「
延
喜
格
序
」
は
正
式
官
名

で
あ
り
、

「延
喜
以
後
詩
序
」
(紀
長
谷
雄
)
「
沙
門
敬
公
集
序
」
(
源
順
)
は
唐
名
を
以

て

す
る
。
後

二
者

は
私
的
な
詩
集

で
あ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ

こ
に
唐
名

を
用

い
る
場

の
傾
向
が
現
わ
れ

て
い
る
と
考
え

て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

し

か
し
、
公
的

な
文
章

に
も
唐
名

が
使
用

さ
れ

る
こ
と
は
言

う
ま

で
も

な

い
。
天
皇

に
奏
上
す

る

「
奏
状
」
「
表
」

の
類

に
も

「
詔
」

に
も
用
い
ら
れ
る
。

た
だ
、
そ
れ
に
も
型
が
あ

っ
て
、
例
え
ば

「
為
清
慎
公
辞
右
大
臣
第
三
表

」
(大

江
維
時
作
)
を

み
る
と
、

臣
某
言
、

今
月
廿
五

日
、

中
使
従
五
位
上
守
近
衛
少
将
兼
行
近

江
権
介
藤

原
朝
臣
季
方
、
降
自
五
雲
之
衙
、
不
照
再
露
之
謄
、
奉
宣
、
天
旨
、
重

返

臣
章
、

(中
略
)
況
家
公
居
師
傅
之
官
、
胤
嗣
恭
統
理
之

任
、
遠
問
漢
家
、

希
伝
彼
比
、
近
訪
臣
族
、
未
遺
此
縦
、
大
相
国
者
臣
之
厳
親
也

、
仰

膝
下

而
流
汗
、
左
僕
射
者
臣
之
伯
父
也
、

(下
略
)

天
慶
七
年
六
月
廿
八
日

朝
臣
上
表

正
三
位
守
右
大
臣
兼
行
右
近
衛
大
将
藤
原

返
表

の
中
使
及
び
上
表
者

の
位
官
は
省
略
な
し

の
正
式
呼
称

で
記
し
、
中
間

部

の
、
上
表

の
意
図
を
述

べ
る
部
分

で
は

「
大
相
国
」
(
太
政
大
臣
)
「左

僕
射

」

(左
大
臣
)
と
唐
名
を
用

い
る

こ
と
が
あ
る
。

こ
の
部

分
も

「左
大
臣
」

の
ご

と
く

に
記
す

こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
は
執
筆

者

の
修
辞
意
識

に
よ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
申
文

で
も
、

申
請

す
る
者

の
官
位

・
申
請

す
る
官

は
省
略

な
し
の
正
式
呼

称

で
あ
る
が
、
経

歴
、
前
例

な
ど
を
記
す
部
分

は
原
則

と
し
て
正
式
呼
称

で
、

心
情

を
吐
露

す
る
部
分

で
は
唐
名

と
な
る
こ
と
も
あ

る
。
然

る

べ
き
所

は
あ

ら

た
ま

っ
て
正
式

に
記
し
、
多
少

と
も
文
学
的
あ

や
の
許

さ
れ

る
部
分

で
は
唐
名

の
使

用
が
可
能

だ

っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ

ろ
う
。
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和
文

に
お
け
る
唐
名

の
使
用
状
況
を
最
後

に
見

て
お
く
。

物

語
に
は
原
則

と
し

て
唐
名
を
用

い
る
こ
と

は
な
く
、
少
将

の
ご
と
く
和
風

の
呼
称

を
用
い
る
。
た
だ
、
「
参
議
」
は
む
し

ろ

「宰
相
」
の
方
が
用

い
ら
れ
る
。

「宰
相
」

が
唐
名

と
意
識

さ
れ
て
い
な

い
の
か
も
し
れ
な

い
。
漢
文
作
品

で
は

「相

公
」

と
す
る
こ
と

が
圧
倒
的

に
多

い
。

勅
撰
和
歌
集

の
詞
書

に
は
唐
名

は
用

い
な

い
が
、
私
家
集

で
は
ま
れ

に
詞
書

を
漢
文

で
書
く

こ
と
が
あ

り
、

そ

こ
に
唐

名
が
用

い
ら
れ

て

い
る

こ
と
が
あ

る
。
例

え
ば

『
源
経
信
集
』
の

「奥
州
前
史

・
大

理
」
、
『
菅
原
在
良
集
』
の

「
右

武
将

軍

・
吏
部
大
王

・
李
部
大
王

・
羽
林
藤
次
将
」
な
ど
。
し
か
し
、

こ
れ
は

漢
文

の
例

と
い
う
べ
き

で
、
和
文
中

の
例
と

は
言
え
な

い
。

「左
少
将
」
「
式
部
丞
」
等

は
日
常

用
語

で
も
あ

る
か
ら
、
物
語

の
中

で
も
当

然

用
い
ら
れ
る
が
、
「左
親
衛
次
将
」
「羽
林
次
将
」
「
吏
部
郎
中
」
と

い
う
言

い

方

は
、

日
常

語
と
は
次
元
を
異

に
す

る
語
、
漢
語
、
詩
語

に
相
当
す
る
も

の
で
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あ
る
か
ら
、
和
文

に
は
容
易

に
用

い
ら
れ
な

い
の
で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ
が
、
和
歌

そ

の
も

の
の
中

で
は
唐
名

を
訓
読
み
し
た
言
葉

が
用
い
ら

れ
た
。
例

え
ば
、
中
宮
、

后
宮

の
唐
名

は

「長
秋
宮
」
等

で
あ
る
が
、
和
歌

で

は

「
秋

の
宮
」
と

い
う

(金
葉
集
巻
九

・
美
濃

な
ど
)
。
近
衛
は
唐
名
を

「羽
林
」

と
い
う

こ
と
が
多

い
が
、
和
歌

で
は
近
衛

の
異
称

と
し

て

「
三
笠
山
」

が
ト
世

紀

か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
。

平
安
後
期

に
な

る
と

「羽
林
」
を
訓
読
し

た

「
は

ね
の
は
や
し
」

「
は
の
は
や
し
」

の
語

が
出
現
す

る

(重
家
集
な

ど
)
。
親
王

に

も
多

く
の
唐
名

が
あ

る
中

で
、
「
竹
園
」
を
訓
読
し

た

「
た
け

の
そ
の
ふ
」
が
用

い
ら
れ
た

(清
輔
集

・
林
葉
集
な
ど
)。
上
達
部

の
唐
名

は

「
棘
路

・
九
棘

・
月

卿
」

で
あ

る
が
、

こ
の
う
ち

「
棘
路
」
を
訓
読
し

て

「
お
ど

ろ
の
み
ち
」
と

い

う
。
『
六
百
番
歌
合
』
の
定
家

の
歌

「
狩
衣
お
ど

ろ
の
み
ち
も
立
ち
か

へ
り
う
ち

散

る
雪

の
野
風
寒
け
し
」

の
判
詞

に
は

「
お
ど
ろ

の
道
と

い

へ
る
に
公
卿

の
鷹

飼

の
姿
お
も

ひ
や
ら
れ

て
」
云

々
と
あ

る
。

唐
名
を
訓
読
し

て
歌
語
と
す
る

こ
と
は
、
平
安
後
期

に
特

に
目
に

つ
く
よ
う

に
な

る
。

そ
れ
は

こ
の
時
期

の
和
漢

の
表

現

の
接
近

の

一
現
象

で
も
あ
り
、
詩

語
が
訓
読
さ
れ

て
歌
語
と
な
る

こ
と
自
体

は
決

し

て
珍
し

い
こ
と

で
は
な
い
。

た
だ
、
官
職

に
お

い
て
は

『
占
今
集
』
巻
十
九
、
壬
生
忠
峯

の
長
歌

に

「
近
衛
」

を

「
ち
か
き
ま
も
り
」

と

「
衛
門
」

を

「
み
か
き
も
り
」

と
訓
み
変

え
た
例

は

あ
る
が
、
正
式
官
名

の
形

の
訓
読
は
珍
し
い

こ
と

で
あ
る
。
唐
名

の
訓
読

が
歌

語
と
し

て
採
り
入

れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
も
、
唐
名

の
詩

語
的
性
格

が
看
取

さ
れ

よ
う
。

そ

の
分
だ
け
、
物

語
、

日
記
等

に
は
な
じ
ま
な
い
の
で
あ

る
。

七

う

で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
も
な
い
し
、
具
体
的

な
文
章

の
中

で
も
人

に
よ
り
場

に
よ
り

一
様

で
な

い
こ
と
も
、
十
分

に
考
慮

し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
が
、
小
島

憲
之
氏

の
い
わ
ゆ
る

「語
性
」
と

い
う
観
点
か
ら

み
る
と
き
、
唐
名

は
独
特

の

語
性
を
備

え
た

一
つ
の
語
群
と
し

て
把
握

で
き

る
の
で
は
な

い
か
と
考

え
る
。

か
の

「阿
衡
」

の
紛
議

は
、

そ
の
よ
う
な

「
詩
語
」
を
法
的

に
政
治
的

に
追
及

し

た
と

こ
ろ
に
生
じ
た
事
件

で
あ

っ
た
。

こ
の
事
件

こ
そ
が
唐
名

の
も

つ
特
質

を
鮮

や
か

に
示
し

て
い
る
と
も
言
え

る
で
あ

ろ
う
。

注
(1
)
公
式
官
名
と
唐
名
と

の
対
照

は

『拾
芥
抄
』
官
位
唐
名
部

が
詳

し
い
。
『
平
安

朝
漢

文
学
総
合
索
引
』

(吉
川
弘
文
館
昭

62
)
に
は
こ
れ
を
基

に

「職
原
妙
」
「
二
中
歴
」
を

も
参
考

に
し
た

「
官
職
唐
名

一
覧
」

が
付

載
さ
れ
て
い
る
。

(2
)
後

藤
昭
雄

「
嵯
峨

天
皇
「
創
造
的
空

間
の
造
立
「
」
国
文
学

(学
燈
社
)
昭
55
年

3

月
号

(3
)
続

群
書
類
従
完

成
会

『群
書
類
従
』

に
拠
る
。

(4
)
匡
衡
が

こ
の
よ
う
な
修
辞
を
好

ん
だ

こ
と
に

つ
い

て
は
、
木
戸
裕
子

「『
江
吏
部
集
』

に
見

ら
れ
る
言
語
遊
戯
的
表
現

に

つ
い
て
」
(語
文
研
究
64
号
昭

62

・
12
)
を
参

照
さ

れ
た
い
。
「翰
林
」
の
他

「
霜
台
」
(弾
正
台
)
「済
川
」
(大
臣
)
な
ど

の
例
も
あ
げ

ら

れ
て
い
る
。

(
5
)
「平
安
朝
漢
詩
文

に
お
け

る
縁
語
掛
詞
的
表
現
」
『
和
漢
比
較
文
学
叢
書
3
』
汲
古
書

院
昭

61

(
6
)
亀
井
孝

「春
鶯

噌
」
『
亀
井
孝
論

文
集
3
』
吉
川
弘
文
館
昭
59
年

本
稿
は
和
漢
比
較
文
学
会
第
六
回
大
会

(昭
六
二
年
十

一
月
十
五
日
於
大
正
大
学
)

に
お

け
る
同
題
の
口
頭
発
表
に
も
と
つ
い
て
い
る
。

「40一

 

官
職
唐
名

が
持

つ
詩
語
的
性
格

に

つ
い
て
述

べ
て
き
た
。
唐
名

の
全

て
が

そ


